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以下のいずれかの要件を満たす者。 

１．修士の学位または専門職学位を有する者、および 2026年３月末までに取得見込みの者。（学校教育法

第 102条第１項） 

２．外国において、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者、および 2026 年３月末

までに授与される見込みの者。（学校教育法施行規則第 156条第１号） 

３．外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本国内において履修し、修士の学位または専門職学

位に相当する学位を授与された者、および 2026年３月末までに授与される見込みの者。（学校教育法

施行規則第 156条第２号） 

４．日本国内において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位また

は専門職学位に相当する学位を授与された者、および 2026 年３月末までに授与される見込みの者。

（学校教育法施行規則第 156条第３号） 

５．国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者、および 2026 年３月末ま

でに授与される見込みの者。（学校教育法施行規則第 156条第４号） 

６．外国の学校、学校教育法施行規則第 156条第３号の指定を受けた教育施設または国際連合大学の教育

課程を履修し、大学院設置基準第 16 条の２に規定する試験および審査に相当するものに合格し、修

士の学位を有すると同等以上の学力があると認められた者。（学校教育法施行規則第 156条第５号） 

７．大学等を卒業し、大学、研究所等において２年以上研究に従事した者で、本大学院において、修士の

学位を有する者と同等の学力があると認めた者。（平成元年文部省告示第 118 号） 

８．本大学院において、修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた

者で、2026年４月１日までに満 24歳に達するもの。（学校教育法施行規則第 156条第７号） 

 

【出願資格に関する注意事項】 

（１）博士課程後期課程出願資格「第７項」または「第８項」によって出願する者で出願資格の確認を必

要とする場合は、出願前に、学部事務５課観光学研究科担当へ問い合わせてください。 

（２）「外国人入学試験」の受験資格審査は実施していません。不明な点がある場合は、学部事務５課 観

光学研究科担当へ問い合わせてください。 

（３）選考で使用するため、2024 年１月 14 日（日）～2026 年１月 13 日（火）の間に受験した TOEFL 

iBT®Testまたは TOEIC®L&R Testまたは IELTSの成績証明書を提出する必要があります。提出でき

ない場合は、出願を受理しません(詳細は９頁参照）。ただし、本学大学院観光学研究科博士課程

前期課程を 2024 年３月以降に修了した者、および 2026 年３月に修了見込みの者は提出不要です。 

※  TOEFL、TOEIC はｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ（ETS）の登録商標です。この印刷物は ETS の検討を受けまたはその承認を受けたもので

はありません。 

 

２．出願資格 

１）出願資格（博士課程後期課程） 

<<注意>> 

上記の出願資格「第１項～第５項」において「見込み」で受験して合格し、出願資格に必要な要件

を 2026年３月末までに満たせない場合は、入学が許可されませんので、注意してください。 
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博士課程後期課程の出願資格要件（３頁参照）を満たす者。 

 

 

 

博士課程後期課程の出願資格要件（３頁参照）を満たし、かつ、日本国籍を有せず、学校教育における 16

年の課程のうち 12年以上を日本以外で修了した者。 

 

※上記以外でも教育制度上の理由等により、外国人入学試験の受験を認めることがあります。不明な点が

ある場合は、学部事務５課 観光学研究科入試担当へ問い合わせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）一般入学試験受験資格  

３）外国人入学試験受験資格 




